
瀬 戸 内 海 の 復 権

高速通信網の活用
瀬戸内海の環境保全

海を生かした観光の振興
航路の維持・創設

日本は、6,852（海岸線の長さが100m以上の島）もの島々からなり、陸上部に国境を有しない海洋国家です。

その中でも、島嶼が多数点在する瀬戸内海について、江戸時代後期に蘭学者シーボルトがこの海を東上した際、美しい島々と本州・四国の海岸
が織りなす景色を絶賛し、1934年（昭和9年）には、日本初の瀬戸内海国立公園に指定されました。

日本の歴史を振り返っても、縄文時代から今日に至るまで海に多くを依存し、海の恵によって私たちの生活が成り立ち、また、日本各地を結ぶ海
の交易によって暮らしが豊かになり、さらに日本の運命を大きく変えた異国の文明さえも海を渡って入ってきました。

特に、自然が切り拓いた大運河ともいえる瀬戸内海は、古くは、大陸と畿内を結ぶ大動脈として栄え、稲作などの弥生文化の導入、遣隋使・遣唐
使（600年～894年）の派遣など、様々な人や文物が沿岸地域や島々を海上交通の要路として往来し、大陸からの新しい文化に触れながら、地域
固有の生活様式や風俗習慣が育まれてきました。

現在の状況は、高度成長期（1955～1973）以降、空路や新幹線・高速道路網などの高速交通体系のインフラ整備に国の政策の力点が置かれ、
次第に海路の活用が見過ごされるようになる一方で、豊かな暮らしの実現や環境負荷の低減、大規模災害時の交通の確保など様々な側面から
海路の重要性、有益性が再認識されつつあります。

このような状況の中、「瀬戸内海の復権」を掲げ、海を生かした観光振興施策や環境保全施策、さらには地域間連携施策の推進を図り、これまで
海を介して培われてきた歴史・自然・文化・産業など大切な宝物を次なる世代に引き継ぐとともに、航路維持という共通の課題を有する地方自治体
が連携し、より大きな声として海路の重要性に目を向けた新たな政策の具現化について働きかけを行おうとするものです。

《趣旨説明》
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■航路の維持・創設

《海上交通の現状》
・過疎や離島は、少子高齢化と人口減少により、

運営が成り立たない。
・高速交通体系の進展と高速道路料金の見直し

により、公共交通（鉄道・バス・フェリーな
ど）は需給バランスが崩壊。

《海路の優位性》
・地球環境の保全

（CO2排出量の削減）
・大規模災害時の物資の輸送
・交通渋滞の緩和
・海路の維持補修は不要

《まとめ》
・「移動権の保障」を図るため、国策として

航路を社会資本として位置づける。

離島の定期航路

《新たな支援制度の創設》
○船舶建造費の助成
○港湾使用料の減免に対する交付税措置
○固定資産税の課税標準の 特例措置

〇離島航路の欠損補助に対する交付税措置
〇離島及び辺地の対象要件緩和

〇現行航路の維持存続
〇新たな航路の創設
〇運賃の低減

どこかがおかしい？
渋滞する高速道路

瀬戸内海における航路維持に向けて

航路と道路が共存できる政策を！

新たな
制度設計

顧客獲得に向けて、物流のフェリー航送

と新たな船旅の付加価値づくりに力を注

ぐ中距離フェリー
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自然（日の出・夕焼け・無人島）
瀬戸内海国立公園、建築（橋）

歴史（世界遺産・文化財・町並み）
文化（祭・伝統芸能・食）

芸術（アート）、産業（ものづくり）
観光施設、各種イベント（ﾏﾗｿﾝ・ｳｵｰｸ）

瀬戸内海 only one の素材

大型客船によるクルーズ

瀬戸内海のマリーナを活用した
小型船ミニクルーズルート

クルーズの起点・終点及び経由地の関係自治体が
連携して商品を企画し、クルーズを誘致

・世界遺産「厳島神社」
・旧海軍兵学校

■海を生かした観光振興

中距離フェリーの活用

・四国の霊峰

瀬戸内海の船旅で
『 カジノ 』 ができれば？

ゾーンを分けて
日帰りルートの開設！

連携イベントの開催
～瀬戸内海世界遺産の旅～

湧出量豊富な温泉
別府航路100周年

・世界遺産「姫路城」
・別府航路100周年・オリーブの産地

・石の文化
・Story of the Island展

・瀬戸内国際芸術祭

ミニクルージング

咸臨丸150周年

・うず潮
・新鮮な魚介類

・日本最古の温泉
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■高速通信網の活用

離島が直面する課題

人と物の移動
離島は他の地域に比べ、
時間とコストの負担が増大

人材の流出

産業の衰退

交流人口の減少

医療の弱体化

過疎化に拍車をかける

人口の減少

利用者の減少

航路の減便・廃止
古来、陸路に比べ
海路が勝っていた

⇒都市部と同様に大容量の情報の送受信が可能
⇒双方向のコミュニケーションが可能
⇒精密かつ明瞭な画像の送受信
⇒インターネットの活用
⇒地域内での情報の共有化

情報格差の是正

○遠隔医療による島しょ部の医療体制の充実
○一人暮らし高齢者の安否確認、要援護者の見守り
○島々を結ぶネットワークによる医療と福祉の連携強化
○産業の多様化・自然環境の中で新たな知的産業の創出
○ＵＩＪターン、二地域居住者の増加
○自然に囲まれた島でテレワーク・芸術などの創作活動
○瀬戸内海における地域コミュニケーションの充実

「島」の再生に向けて

離島を結ぶネットワークの構築《最先端のＩＣＴがインフラとなる
物理的アクセスの困難な部分をＩCＴで補完

島という条件不利をＩＣＴの活用によっ
て克服し地域の再生・活性化に向けて
「地域活性化総合特区」（仮称）に提案

悪循環

航路の再構築には長期間を要する

道路網の整備に
より航路が衰退

瀬戸内海は自然が創った大運河
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■瀬戸内海の環境保全

瀬戸内海においては、高度経済成長期に重化学工業を中心とした産業や人口の集中により環境破壊が深刻化しました。全国一律的な法規制では、
瀬戸内海の汚染の進行を止めることが困難であったことから、昭和48 年に瀬戸内環境保全臨時措置法が制定されました。
しかし、排水基準（濃度基準）のみの規制では、閉鎖性水域において水質環境基準を達成することが困難であり、内陸府県を含め当該海域への汚
濁負荷量を総合的に削減する必要があったため、昭和53 年に、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全臨時措置法を改正し、水質総量削減制度
が導入されました。現在、瀬戸内法は恒久法として瀬戸内海環境保全特別措置法に改正され、広範な施策が行われています。

《瀬戸内海の環境保全に向けた法整備》

※瀬戸内海に流入する有機汚濁物質や栄養塩類は大きく減少し、
藻場や干潟等の再生に向けた取組も徐々に進められています。
一方、最近では水質の改善は頭打ちであり、依然として赤潮、
貧酸素水塊の発生が見られ、生態系の劣化が問題になってい
ます。

（mg/ℓ）

海　域 COD 窒素濃度 燐濃度
瀬戸内海全体 2.0 0.23 0.022
東京湾 3.9 1.05 0.095
伊勢湾 2.7 0.42 0.049
出典）広域総合水質調査（環境省）

瀬戸内海等の平均的な水質濃度（平成18 年度）

○３つの保全・再生要素
・物質循環（食物連鎖など自然と人の適切なサイクル）
・生態系（藻場、干潟等の保全・再生・創出など資源管理）
・ふれ合い（自然との共生、海の恵に触れる機会の創出）

○２つの実践要素
・活動の場（都市から流域・沿岸地域までのあらゆる地域）
・活動の主体（直接的・間接的に海の恩恵を受ける住民）

⇒瀬戸内法など規制中心の制度を抜本的に見直し、海と人との共生
に向けた新たな制度設計を国に求める

⇒環境教育・環境学習の充実
⇒海洋レクリエーションのメニュー拡充
⇒海を活用した各種イベントの開催

「里海」創生の視点

産学官が連携して、環境問題に取組むため
「小豆島産業振興・環境技術会議」を設置

《２０１０．９》
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《瀬戸内文化圏の再生に向けて》

温暖な地中海性気候と自然が切り開いた大運河によって、
かつては、海上交通を基盤とした一大文化圏が形成され、
それぞれの地域で、多様な文化が育まれた

《瀬戸内文化圏》
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